
(証券コード 7640)
2022年12月28日

株 主 各 位
新潟県新潟市西区小針４丁目９番１号

株式会社 トップカルチャー
代表取締役社長 清 水 大 輔

第38回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第38回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上

げます。
本株主総会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、適切な感染

防止策を実施のうえ開催いたしますが、株主の皆様におかれましても、健康状態にか
かわらず、感染リスクを回避するため、当日のご出席に代えて、書面による事前の議
決権行使をお願いするとともに、株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお
願い申し上げます。

お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、同封の議決権行使書用
紙に各議案への賛否をご表示いただき、2023年１月18日（水曜日）午後６時までに到
着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年１月19日（木曜日）午前10時

（受付開始） 同 日 午前９時

2. 場 所 新潟県新潟市中央区万代５丁目11番20号

ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟３階「飛翔の間」

（末尾の会場ご案内略図をご参照ください。）

3. 目的事項

報告事項 1 第38期（2021年11月１日から2022年10月31日まで) 事業報

告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計

算書類監査結果報告の件

2 第38期（2021年11月１日から2022年10月31日まで）計算書

類報告の件

決議事項

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役８名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

第５号議案 会計監査人選任の件

以 上
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＜株主さまへのご連絡＞

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ

さいますようお願い申し上げます。また、紙資源節約のため、本招集ご通知をご持

参くださいますようお願い申し上げます。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、会社の新株予約権等に関する事項、

連結注記表、個別注記表につきましては、法令及び定款に基づき、インターネット

上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.topculture.co.jp/ir/)に掲載してお

りますので、本添付書類には記載しておりません。

◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた

場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト(アドレス

https://www.topculture.co.jp/ir/)に掲載いたします。

＜新型コロナウイルスの感染拡大防止対策へのご協力のお願い＞

◎新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、可能な限り書面による議決権の事前

行使をお願いするとともに、株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願

い申し上げます。

◎当日ご来場される株主さまにおかれましては、マスクをご持参・着用のうえ、受付

において検温及びアルコール消毒のご協力をお願い申し上げます。

◎発熱等の体調不良がみられる場合や、マスク着用・消毒等の感染拡大防止対策への

ご協力を得られない場合は、入場をご遠慮いただきますので、あらかじめご了承く

ださい。

◎株主総会会場では、感染拡大防止の観点から、例年より間隔をあけた座席配置とす

るため、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来

場いただいても入場をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承のほど

お願い申し上げます。

◎株主総会に出席する役員及び運営スタッフは、検温含め体調を確認のうえ、マスク

着用にて応対させていただきます。

◎本株主総会においては、感染リスク低減を目的に、議場での報告事項及び決議事項

議案の詳細な説明は省略し、時間を短縮して議事進行を予定しております。

◎株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、上記の対応を変

更する場合がございます。運営に関して変更等が生じた場合は、インターネット上

の当社ウェブサイト(アドレスhttps://www.topculture.co.jp/ir/)においてお知ら

せいたしますので、ご出席の際はご確認くださいますようお願い申し上げます。

◎ご出席の株主様向けのお土産のご用意はございませんので、あらかじめご了承くだ

さい。
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添 付 書 類

事 業 報 告

(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)

Ⅰ 企業集団の現況
1. 事業の経過及びその成果

第38期における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、まん延防

止等重点措置や緊急事態宣言が断続的に発令され、経済活動が制限される厳しい状況

が続きましたが、ワクチン接種の促進等継続した感染拡大防止の下で、様々な緩和策

が段階的に実施されていきました。特に全国的に国内外からの旅行客増加等で人流も

回復基調となり、明るい兆しが見えてきております。一方で、世界情勢の緊迫により、

エネルギー価格、食物価格、その他原材料価格などの世界的高騰が発生し、多くの企

業活動の足かせとなっております。この円安、エネルギー価格高騰の収束は見えてお

らず、引き続き国内経済においては厳しい経済環境が続くものと思われます。

このような状況のもと、当社グループは中期経営計画（2021年10月期～2023年10月

期）の２年目にあたる第38期において、中期経営計画の基本戦略である暮らしの基本

である「衣・食・住」に「楽・学・遊」を加えた日常的エンターテイメントを提供す

る“蔦屋書店／ＴＳＵＴＡＹＡ”のリモデル化と収益力の強化を実施してまいりまし

た。

市場が縮小するレンタル事業においては、2023年10月までの完全撤退に向け随時事

業転換に注力し、事業転換後のスペース活用として、コワーキングスペース事業「Ｓ

ＨＡＲＥ ＬＯＵＮＧＥ」の展開や、特撰雑貨文具ジャンルの拡大に加え、コラボレー

ションによる付加価値商品の提供、シナジー効果を高めるリーシングの強化を推進し

ております。2022年２月には、蔦屋書店ベルパルレ寺尾店に県内初となるＡＲスポー

ツが体験できる「ＨＡＤＯ（ハドー）」をオープンし、新たなエンターテイメントが体

験できるスペースを提供いたしました。また、トップカルチャーで展開するゲーム・

リサイクル事業を子会社である株式会社トップブックスのゲーム・リサイクル事業

「ふるいちトップブックス」へ順次切り替えを行い、2022年６月末より開始し12店舗の

切り替えが完了いたしました。これにより、トップブックスの売上は好調に推移し全

体の売上伸長に大きく貢献しております。

書籍事業の収益力の改善については、書籍粗利率35％を目標に掲げ、委託販売から

買い取り販売へ移行し、顧客データからのＡＩ発注へ、売り切る店舗運営へ、魅力的

な商品開発を進め在庫圧縮と商品回転率の向上を継続推進しております。また、コス

ト面においても効率化を進め、社内のＤＸ化による在庫管理・セルフレジ導入の充実

により運営コストの削減を続けております。しかしながら、想定を上回る電気料金等

光熱費の高騰が大きく影響いたしました。
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店舗状況におきましては、新潟県、長野県、東京都にありました４店舗を契約満了

に伴い営業終了し、蔦屋書店佐久小諸店（古本市場トップブックス佐久小諸店含む）

を、長野県最大級となる蔦屋書店佐久平店（長野県佐久市）として2022年９月30日に

移転オープンし、店舗数は64店舗、子会社運営の13店舗を加えるとグループ全体では

77店舗となりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高20,905百万円（前年同期26,407百万

円）、営業損失154百万円（前年同期 営業利益356百万円）、経常損失187百万円（前年

同期 経常利益276百万円）、親会社株主に帰属する当期純損失272百万円（前年同期

親会社株主に帰属する当期純損失1,939百万円）となりました。

売上面につきましては、大手メーカーとのコラボ企画販売や地域特産品の販売等は

好調でした。一方で、新型コロナウイルス感染拡大防止のための時短営業を継続する

中で、本年１月からのオミクロン株感染拡大に伴う「まん延防止等重点措置」が当社

店舗所在の大半のエリアで適用されたことや、「収益認識に関する会計基準」の適用も

あり、当連結会計年度の売上高は20,905百万円（前年同期26,407百万円）となりまし

た。

利益面につきましては、自動発注システムの構築と徹底した商品・在庫管理による

粗利の改善や、セルフレジの利用促進及び店舗オペレーションの更なる見直しを行い、

販管費の削減に努めました。一方で各種資源価格が高騰した結果、光熱費も上昇し、

営業損失154百万円（前年同期 営業利益356百万円）、経常損失187百万円（前年同期

経常利益276百万円）、親会社株主に帰属する当期純損失272百万円（前年同期 親会社

株主に帰属する当期純損失1,939百万円）となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当

連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る各数値については、当

該会計基準等を適用した後の数値となっているため、対前期増減額及び対前期増減率

は記載しておりません。詳細につきましては、「連結注記表（会計方針の変更に関する

注記）」に記載のとおりであります。

― 4 ―

2022年12月16日 16時11分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



当連結会計年度の出店・閉店・改装店の状況

出店（13店） ・蔦屋書店事業部門

蔦屋書店佐久平店（長野県/2022年９月出店）

・その他

ふるいちトップブックス港北ミナモ店（神奈川県/2022年６月出店）

ふるいちトップブックス本庄早稲田店（埼玉県/2022年７月出店）

ふるいちトップブックス東松山店（埼玉県/2022年７月出店）

ふるいちトップブックスアクロスプラザ富沢西店（宮城県/2022年７月出店）

ふるいちトップブックス前橋みなみモール店（群馬県/2022年８月出店）

ふるいちトップブックスフォレオ菖蒲店（埼玉県/2022年８月出店）

ふるいちトップブックス龍ケ崎店（茨城県/2022年９月出店）

ふるいちトップブックス新発田店（新潟県/2022年９月出店）

ふるいちトップブックス佐久平店（長野県/2022年９月出店）

ふるいちトップブックスＭＯＲＩＯＫＡ店（岩手県/2022年10月出店）

ふるいちトップブックス川島インター店（埼玉県/2022年10月出店）

ふるいちトップブックスひたちなか店（茨城県/2022年10月出店）

閉店（６店） ・蔦屋書店事業部門

ＴＳＵＴＡＹＡ東大島店（東京都/2022年１月）

ＴＳＵＴＡＹＡ船堀店（東京都/2022年６月）

蔦屋書店豊科店（長野県/2022年７月）

蔦屋書店南笹口店（新潟県/2022年７月）

蔦屋書店佐久小諸店（長野県/2022年９月）

・その他

古本市場トップブックス佐久小諸店（長野県/2022年９月）
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事業別の業況は次のとおりです。

なお、各セグメントの業績値につきましては、セグメント間の内部取引高を含めて

おります。

【蔦屋書店事業】

同事業の売上高は20,467百万円（前年同期25,727百万円）となりました。主力

商品の売上高は、書籍12,527百万円（前年同期15,067百万円）、特撰雑貨・文具

3,114百万円（前年同期3,853百万円）、レンタル1,354百万円（前年同期1,926百万

円）、ゲーム・リサイクル808百万円（前年同期1,104百万円）、賃貸不動産収入599

百万円（前年同期575百万円)、販売用ＣＤ482百万円（前年同期753百万円）、販売

用ＤＶＤ326百万円（前年同期469百万円）となりました。

【スポーツ関連事業】

同事業の当連結会計年度の業績は、売上高202百万円（前年同期 209百万円）と

なりました。

【訪問看護事業】

同事業の当連結会計年度の業績は、売上高116百万円（前年同期106百万円）と

なりました。事業所も5か所となり、利用者も順調に増加しました。

【その他】

中古買取販売事業の当連結会計年度の業績は、売上高135百万円（前年同期380

百万円）となっております。
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2. 商品別売上高の状況
(単位：百万円)

区分

第 37 期 第 38 期

(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日) (自 2021年11月１日

至 2022年10月31日)
金 額 構成比 金 額 構成比

蔦屋書店
事業

％ ％

書 籍 15,067 57.0 12,527 59.9

特 撰 雑 貨 ・ 文 具 3,853 14.6 3,114 14.9

レ ン タ ル 1,926 7.3 1,354 6.5

ゲ ー ム ・ リ サ イ ク ル 1,104 4.2 808 3.9

賃 貸 不 動 産 収 入 575 2.2 599 2.8

販 売 用 Ｃ Ｄ 753 2.9 482 2.3

販 売 用 Ｄ Ｖ Ｄ 469 1.8 326 1.5

そ の 他 1,976 7.4 1,253 6.0

セ グ メ ン ト 間 の

内 部 売 上 高 又 は 振 替 高
― ― ― ―

計 25,727 97.4 20,467 97.8

スポーツ
関連事業

外部顧客に対する売上高 193 0.7 186 0.9

セ グ メ ン ト 間 の

内 部 売 上 高 又 は 振 替 高
16 0.1 16 0.1

計 209 0.8 202 1.0

訪問看護

事業

外部顧客に対する売上高 106 0.4 116 0.6

セ グ メ ン ト 間 の

内 部 売 上 高 又 は 振 替 高
― ― ― ―

計 106 0.4 116 0.6

その他

外部顧客に対する売上高 380 1.4 135 0.6

セ グ メ ン ト 間 の

内 部 売 上 高 又 は 振 替 高
― ― ― ―

計 380 1.4 135 0.6

合 計 26,423 100.0 20,921 100.0

（注）1. セグメント間の内部取引高を含めて表示しております。
2. 蔦屋書店事業の「その他」は、図書カード他であります。
3. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当連結会計年

度の期首から適用しており、当連結会計年度に係るセグメント情報は、当該会計基準等を
適用した後の指標等となっております。
また、前連結会計年度と収益の会計処理が異なることから、前連結会計年度との前年同期
比（％）については記載を省略しております。

3. 設備投資等の状況

当連結会計年度の設備投資については、蔦屋書店事業において、営業基盤の拡充を

図るため、新規店１店舗の出店を行いました。その結果、当連結会計年度の設備投資

額（敷金・保証金の差入額等を含む）は549百万円となりました。
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4. 資金調達の状況

当連結会計年度の資金調達については、運転資金及び設備投資資金を目的として長

期借入金600百万円、短期借入金1,200百万円の資金調達を行いました。

5. 対処すべき課題と次期の見通し

今後のわが国の経済状況は、旅行支援事業やイベント開催条件の緩和など、アフタ

ーコロナに向けた経済回復の機運が高まっております。しかし、再び感染状況が悪化

すれば、緊急事態宣言の再発令も想定され、先行きを見通すことが大変困難な状況に

あります。また、燃料価格の高騰による光熱費の上昇についても継続することが想定

され、引き続き厳しい経済状況が続くものと思われます。

このような状況の下、第39期は中期経営計画の最終年度となり、当社グループでは

「新しい“蔦屋書店／ＴＳＵＴＡＹＡ”へのチャレンジ～新たな収益モデルの創出～」

の基本方針を実現してまいります。レンタル事業からの完全撤退と事業転換を進め、

ライフスタイルの進化に適した日常的エンターテイメントを提供する“蔦屋書店／Ｔ

ＳＵＴＡＹＡ”のリモデル化を推進してまいります。また、1,000坪～1,500坪の大型

複合店舗の新規出店２店舗を実現し、店舗構造改革による収益性の向上とトップライ

ンの成長を目指す方針です。また、持続可能な社会の実現に向けたＳＤＧｓ経営に向

け、グループを挙げた事業（店舗運営事業、スポーツ関連事業、訪問看護事業等）の

拡大により地域社会に貢献してまいります。

次期の連結業績見通しにつきましては、前述した事業転換を実行するにあたり、大

幅な店舗改革及び業態変化を行うことを計画しており、現時点では合理的な数値の算

出が困難であるため、未定といたしました。合理的な予想が可能となった時点で皆様

にお知らせいたしますので、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
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6. 財産及び損益の状況の推移

(1) 企業集団の財産及び損益の状況の推移
(単位：百万円)

区分
第 35 期

(2019年10月期)
第 36 期

(2020年10月期)
第 37 期

(2021年10月期)

第 38 期
(当連結会計年度)
(2022年10月期)

売 上 高 31,185 30,127 26,407 20,905

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （△）

154 476 276 △187

親会社株主に帰属する当期純利益
又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）

135 371 △1,939 △272

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 又 は
１ 株 当 た り
当期純損失（△）(円)

11.25 30.73 △160.52 △22.58

総 資 産 21,528 20,182 18,325 18,178

純 資 産 3,273 3,646 3,809 3,401

(2) 当社の財産及び損益の状況の推移
(単位：百万円)

区分
第 35 期

(2019年10月期)
第 36 期

(2020年10月期)
第 37 期

(2021年10月期)
第38期(当期)
(2022年10月期)

売 上 高 30,537 29,453 25,727 20,467

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （△）

167 456 257 △199

当 期 純 利 益 又 は
当期純損失（△）

150 354 △1,953 △279

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 又 は
１ 株 当 た り
当期純損失（△）(円)

12.44 29.31 △161.69 △23.16

総 資 産 21,549 20,088 18,208 18,064

純 資 産 3,275 3,629 3,775 3,360
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7. 重要な親会社及び子会社の状況

(1) 親会社との関係

該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

会 社 名 資本金
当社の

議決権比率
主要な事業内容

千円 ％

株式会社グランセナフットボールクラブ 45,000 97.7
サッカークラブ及びサッカース
クールの運営並びにスポーツ施
設の企画・運営

株式会社ワーグルスタッフサービス 35,000 94.3
精神疾患・認知症を中心とした
訪問看護

株 式 会 社 ト ッ プ ブ ッ ク ス 75,000 65.0
中古書籍・CD・DVD・ゲーム等
の売買

(注) 当社の連結対象子会社には上記３社が該当します。

8. 主要な事業内容（2022年10月31日現在）

当社の企業集団は、当社及び連結対象子会社３社で構成されております。

【蔦屋書店事業】

当社は、書籍・文具の販売及び音楽・映像ソフト等の販売並びにレンタルを主な

事業内容とし、さらに各事業に関連するその他のサービス等を含め、日常生活に密

着したエンターテイメントの提供を行う大型複合店舗「蔦屋書店」を中心として展

開しております。

【スポーツ関連事業】

当社の子会社である株式会社グランセナフットボールクラブは、サッカークラブ

とサッカースクールの運営及びスポーツ施設の企画・運営等を主な事業内容として

おります。

【訪問看護事業】

当社の子会社である株式会社ワーグルスタッフサービスは、脳とこころの訪問看

護ステーションを開業し、精神疾患・認知症を中心とした訪問看護事業を行ってお

ります。

【その他】

当社の子会社である株式会社トップブックスは、中古書籍・音楽・映像ソフト及

びゲーム等の売買を主な事業内容としており、「古本市場トップブックス」及び「ふ

るいちトップブックス」の店舗展開を行っております。
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9. 主要な事業所（2022年10月31日現在）

(1) 当社（64店舗）

本社 新潟県新潟市西区小針４丁目９番１号

店舗

新潟県

(22店舗)

新潟中央インター店、小針店、長岡新保店、ベルパルレ寺尾店、佐渡佐和田店、

県央店、アクロスプラザ美沢店、長岡古正寺店、六日町店、新発田店、柏崎岩

上店、新潟万代、小出店、新津店、竹尾インター店、上越インター店、河渡店、

マーケットシティ白根店、新通店、横越バイパス店、長岡花園店、高田西店

長野県

(11店舗)

諏訪中洲店、長野徳間店、上田大屋店、長野川中島店、佐久平店、佐久野沢店、

上田しおだ野店、大町店、須坂店、中野店、千曲屋代店

神奈川県

(４店舗)
港北ミナモ店、青葉奈良店、厚木下依知店、大和下鶴間店

東京都

(８店舗)

多摩永山店、八王子みなみ野店、南大沢店、八王子楢原店、稲城若葉台店、亀

有店、府中駅前店、練馬春日町店

群馬県

(６店舗)

前橋みなみモール店、伊勢崎平和町店、伊勢崎茂呂店、太田店、前橋吉岡店、

伊勢崎宮子店

埼玉県

(６店舗)
熊谷店、滑川店、川島インター店、フォレオ菖蒲店、本庄早稲田店、東松山店

静岡県

(２店舗）
静岡本店、静岡平和町店

茨城県

(２店舗)
ひたちなか店、龍ケ崎店

宮城県

(２店舗)
仙台泉店、アクロスプラザ富沢西店

岩手県

(１店舗）
ＭＯＲＩＯＫＡ ＴＳＵＴＡＹＡ

(2) 株式会社トップブックス（13店舗）

本社 新潟県新潟市西区
店舗

新潟県

(２店舗)
新津店、新発田店

長野県

(１店舗)
佐久平店

神奈川県

(１店舗)
港北ミナモ店

群馬県

(１店舗)
前橋みなみモール店

埼玉県

(４店舗)
本庄早稲田店、東松山店、フォレオ菖蒲店、川島インター店

茨城県

(２店舗)
龍ケ崎店、ひたちなか店

宮城県

(１店舗)
アクロスプラザ富沢西店

岩手県

(１店舗)
ＭＯＲＩＯＫＡ
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(3) 株式会社グランセナフットボールクラブ

本社及びサッカースタジアム 新潟県新潟市西区

(4) 株式会社ワーグルスタッフサービス（５事業所）

本社 新潟県新潟市西区
事業所

新潟県

(４事業所)
訪問看護ステーション万代、長岡、西新潟、新発田

長野県

(１事業所)
訪問看護ステーション佐久平

10. 従業員の状況（2022年10月31日現在）

(1) 企業集団の従業員の状況

事業の部門等の名称 従業員数 前期末比増減数

蔦屋書店事業 179名 (313名) 20名減 (56名減)

その他

グランセナフットボールクラブ部門 13名 (４名) ±０名 (±０名)

ワーグルスタッフサービス部門 11名 （２名) ６名増 (１名減)

古本市場トップブックス部門 ４名 (６名) ±０名 (１名減)

合 計 207名 (325名) 14名減 (58名減)

(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員（１日８時間換算による）を
（ ）外数で記載しております。
2.連結子会社の事務業務等は、全て当社が受託し行っております。

(2) 当社の従業員の状況

従業員数 前期末比増減数 平均年齢 平均勤続年数

179名（313名） 20名減（56名減） 40.0才 14.9年

(注)従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員（１日８時間換算による）を
（ ）外数で記載しております。

11. 主要な借入先（2022年10月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 第 四 北 越 銀 行 3,133,040千円

新 潟 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 1,028,510

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 750,000

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 472,582

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 422,504
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Ⅱ 会社の状況（2022年10月31日現在）
1. 株式の状況

(1) 発行可能株式総数 33,493,000株

(2) 発行済株式の総数 12,105,520株（自己株式603,480株を除く）

(内訳)

① 普通株式 12,688,000株

② Ａ種優先株式 15,000株

③ Ｂ種優先株式 6,000株

(3) 株主数

① 普通株式 8,284名

② Ａ種優先株式 ２名

③ Ｂ種優先株式 １名

(4) 単元株式数

① 普通株式 100株

② Ａ種優先株式 １株

③ Ｂ種優先株式 １株

(5) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

株 式 会 社 ヒ ー ズ 普通株式 2,623,098 21.67

カ ル チ ュ ア ・ コ ン ビ ニ エ ン ス ・ ク ラ ブ 株 式 会 社
普通株式 2,416,904
Ｂ種優先株式 6,000

20.01

清 水 秀 雄 普通株式 684,500 5.65

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 普通株式 662,300 5.47

清 水 大 輔 普通株式 294,900 2.44

ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ／
２Ｓ／ＪＡＳＤＥＣ／ＣＬＩＥＮＴ ＡＳＳＥＴ

普通株式 194,100 1.60

株 式 会 社 第 四 北 越 銀 行 普通株式 164,000 1.35

ト ッ プ カ ル チ ャ ー 従 業 員 持 株 会 普通株式 155,712 1.29

株 式 会 社 本 間 組 普通株式 102,000 0.84

株 式 会 社 証 券 ジ ャ パ ン 普通株式 89,100 0.74

（注）持株比率は、自己株式（603,480株）を控除して計算しております。

(6) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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2. 会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況

役職 氏名 担当又は重要な兼職の状況

代 表 取 締 役
会 長 CEO

清 水 秀 雄

株式会社トップブックス取締役
株式会社グランセナフットボールクラブ取締役
株式会社ワーグルスタッフサービス
代表取締役社長兼ＣＥＯ

代 表 取 締 役
社 長 COO

清 水 大 輔
営業本部長
株式会社ＤａＩ代表取締役社長
株式会社ワーグルスタッフサービス取締役

取 締 役
財 務 部 長 CFO

吉 田 勝 一
管理部長
株式会社グランセナフットボールクラブ取締役

取 締 役 小 林 学 営業本部 関東中部地区統括店長

取 締 役 水 島 新 吉
営業本部 北信越東北地区統括店長
株式会社トップブックス取締役

取 締 役 阿 部 智 幸
営業本部 運営担当部長
株式会社トップブックス代表取締役社長

取 締 役 笹 川 菜 央
人事部長
株式会社ワーグルスタッフサービス取締役
株式会社トップブックス監査役

取 締 役 梅 谷 知 宏

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
ＧＬＯＢＡＬ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｃｏｍｐａｎｙ
カンパニー社長
株式会社ＭＰＤ取締役

取 締 役 中 村 崇
弁護士
弁護士法人中村・大城国際法律事務所代表弁護士

取 締 役 間 野 義 之
早稲田大学スポーツ科学学術院教授
早稲田大学スポーツビジネス研究所所長
大阪成蹊大学スポーツイノベーション研究所上席研究員

常 勤 監 査 役 遠 海 武 則
株式会社グランセナフットボールクラブ監査役
株式会社ワーグルスタッフサービス監査役

監 査 役 山 田 剛 志
弁護士
成城大学法学部教授
弁護士法人日新法律事務所代表弁護士

監 査 役 西 村 裕

公認会計士
税理士
総合会計事務所マネジメント・サポート代表
有限会社マネジメント・サポート代表取締役

(注) 1.取締役梅谷知宏氏、中村崇氏及び間野義之氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役で
す。

2.監査役山田剛志氏及び西村裕氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
3.2022年1月14日開催の第37回定時株主総会の終結の時をもって、増田宗昭氏は任期満了により
取締役を退任いたしました。

4.2022年1月14日開催の第37回定時株主総会において、梅谷知宏氏及び間野義之氏は新たに取締
役に選任され、就任いたしました。

5.当社は、取締役中村崇氏及び取締役間野義之氏、監査役山田剛志氏及び監査役西村裕氏を東
京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

6.監査役西村裕氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見
を有しております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、各社外取締役及び各社外監査役

と同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める

額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約について

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険

会社との間で締結しており、その内容は次のとおりであります。

①被保険者の範囲

当社並びに当社の子会社の取締役、監査役、執行役員、管理職従業員、社

外派遣役員及び退任役員

②被保険者の実質的な保険料負担割合

保険料は、当社が９割、各役員等が１割を負担しております。

③填補対象となる保険事故の概要
被保険者個人が会社の役員等としての業務につき行った行為に起因して、

損害賠償請求がなされたことにより役員個人が被る損害
④役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置

当該保険契約では、填補する額について限度額を設けること等により、被
保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じて
おります。

(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

①取締役及び監査役の報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2000年１月18日開催の定時株主総会で承認された報酬総額の範囲

内において、2021年２月18日開催の取締役にて、役員報酬規程及び取締役の

個人別の報酬等に係る決定方針を決議しております。

②決定方針の内容の概要

当社は、経営内容、経済情勢等を勘案したものとし、個々に取締役の報酬

の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし

ております。

各取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみとし、株主総会で決議さ

れた報酬額の限度の枠内で、当社取締役会で承認された役員報酬規程及び取

締役の個人別の報酬等に係る決定方針に基づき、代表取締役会長CEO清水秀雄

が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。権限を委任し

た理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うに

は代表取締役会長CEOが最も適していると判断したためです。

また、当社では役員持株会制度により自社株の取得を進めており、当社の

役員は株主の皆様と同じ視点で、会社の持続的な成長を目指しております。
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尚、取締役報酬制度として、株主総会での承認を得て過去３回に渡り「株

式報酬型ストックオプション（行使価格を１円に設定した新株予約権）」を導

入しました。当該ストックオプションは、当時の取締役を割当対象とし、原

則取締役在任期間中は権利行使ができないという条件のもとに設定されまし

たが、代表取締役を除き、対象の取締役全員が任期満了等により既に退任し

権利を行使しております。代表取締役を除く現在の取締役に対しては、業績

連動型報酬は導入しておりませんので、当社に最適な報酬制度のあり方につ

いて、今後必要に応じて検討してまいります。

③当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであ

ると取締役会が判断した理由

取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、世間水準

及び従業員給与との均衡を考慮して、役員の役職位、経営能力、功績などを

考慮し基本報酬を定めることを確認しているため、取締役会はその内容が決

定方針に沿うものであると判断しております。

④当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 数 報酬等の額 摘 要

取 締 役 ９名 178,895千円 うち社外取締役 ２名 4,050千円

監 査 役 ３名 13,200千円 うち社外監査役 ２名 3,600千円

合 計 12名 192,095千円
(注) 1.2000年１月18日開催の定時株主総会決議に基づく取締役及び監査役の報酬限度額（使用人給

与分含まず）は、次のとおりです。
取締役年額 500,000千円、監査役年額 30,000千円

当該定時株主総会の決議時点の取締役の員数は10名（社外取締役３名）、監査役の員数は３名
（社外監査役２名）であります。
2.期末現在、無報酬の社外取締役が２名おります。上記の取締役及び監査役の支給人員には、
第37回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役１名を含んでおります。

3.ストックオプションによる報酬額について、記載すべき事項はありません。
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(5) 社外役員に関する事項

①取締役

氏 名
重 要 な 兼 職 の 状 況
及 び 当 社 と の 関 係

当 事 業 年 度 に お け る
主 な 活 動 状 況

当 社 の 子
会 社 か ら
当 事 業 年
度 の 役 員
と し て 受
け た 報 酬
等 の 額

梅谷 知宏 （ア）重要な兼職

カルチュア・コンビニエンス・
クラブ株式会社 ＧＬＯＢＡＬ
ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｃｏｍｐａ
ｎｙ カンパニー社長
株式会社ＭＰＤ取締役

（イ）当社との関係

梅谷知宏氏は、カルチュア・コ
ンビニエンス・クラブ株式会社
ＧＬＯＢＡＬ ｂｕｓｉｎｅｓ
ｓ ｃｏｍｐａｎｙ カンパニー
社長を兼任しており、同社は当
社の主要株主かつ主要な取引先
であり、会社法施行規則第２条
第３項第19号に定める特定関係
事業者に該当いたします。ま
た、当社との間で引受契約を締
結しており、当該契約に基づき
Ｂ種優先株式6,000株を保有し
ております。

（ア）取締役会への出席状況及び発言状
況

10回中９回出席した他、主にＦＣ本部の
カンパニー社長として、豊富な知識と経
験等を当社の経営に活かして、適宜質問
をし意見を述べております。

該当事項は
あ り ま せ
ん。

（イ）同氏の意見により変更された事業
方針

該当事項はありません。

（ウ）社外取締役に期待される役割に関
して行った職務の概要

多角的視点から取締役会の意思決定の適
法性・妥当性を確保するために必要かつ
有益な発言を適宜行っております。
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氏 名
重要な兼職の状況
及び当社との関係

当事業年度における
主な活動状況

当社の子

会社から

当事業年

度の役員

として受

けた報酬

等の額

中村 崇 （ア）重要な兼職

弁護士
弁護士法人中村・大城国際
法律事務所代表弁護士

（イ)当社との関係

該当事項はありません。

（ア）取締役会への出席状況及び発言状
況

12回中12回出席した他、主に弁護士とし
ての専門的見地からの発言を行い、当社
のコーポレート・ガバナンスの強化を図
っております。

該当事項は
あ り ま せ
ん。

（イ）同氏の意見により変更された事業
方針

該当事項はありません。

（ウ）社外取締役に期待される役割に関
して行った職務の概要

弁護士としての専門的見地から取締役会
の意思決定の適法性・妥当性を確保する
ために必要かつ有益な発言を適宜行って
おります。

間野 義之 （ア）重要な兼職

早稲田大学スポーツ科学
学術院教授
早稲田大学スポーツビジネス
研究所所長
大阪成蹊大学スポーツ
イノベーション研究所
上席研究員

（イ)当社との関係

該当事項はありません。

（ア）取締役会への出席状況及び発言状
況

10回中10回出席した他、大学教授として
高い見識と専門性、幅広い経験から適宜
質問をし意見を述べ、ガバナンスの高度
化を図っております。

（イ）同氏の意見により変更された事業
方針

該当事項はありません。

（ウ）社外取締役に期待される役割に関
して行った職務の概要

大学教授としての専門的見地から取締役
会の意思決定の適法性・妥当性を確保す
るために必要かつ有益な発言を適宜行っ
ております。

(注)取締役梅谷知宏氏及び間野義之氏は2022年1月14日開催の第37回定時株主総会におい
て取締役に選任されたため、就任後の開催回数を元に記載しております。

― 18 ―

2022年12月16日 16時11分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



②監査役

氏 名
重 要 な 兼 職 の 状 況
及 び 当 社 と の 関 係

当 事 業 年 度 に お け る
主 な 活 動 状 況

当 社 の 子
会 社 か ら
当 事 業 年
度 の 役 員
と し て 受
け た 報 酬
等 の 額

山田 剛志 （ア）重要な兼職

弁護士
成城大学法学部教授
弁護士法人日新法律事務所
代表弁護士

（イ）当社との関係

該当事項はありません。

（ア）取締役会、監査役会への出席状況
及び発言状況

該当事項は
あ り ま せ
ん。

取締役会12回中11回、監査役会12回中
12回出席し、主に弁護士としての専門的
見地からの発言を行い、当社の監査体制
の強化を図っております。

（イ）同氏の意見により変更された事業
方針

該当事項はありません。

西村 裕 （ア）重要な兼職

公認会計士
税理士
総合会計事務所マネジメント・
サポート代表
有限会社マネジメント・
サポート代表取締役

（イ）当社との関係

該当事項はありません。

（ア）取締役会、監査役会への出席状況
及び発言状況

取締役会12回中12回、監査役会12回中
12回出席し、主に公認会計士・税理士と
しての専門的見地からの発言を行い、当
社の監査体制の強化を図っております。

（イ）同氏の意見により変更された事業
方針

該当事項はありません。
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3. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 公認会計士法第２条第１項の監査証明業務に係る報酬等の額

30,500千円

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

31,500千円
（注）当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査報酬の額を区分しておりませんので、①の金額には金融商品取引法に基づく
監査の報酬等の額を含めて記載しております。

(3) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以

外である企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等への対応に関す

る助言業務について対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社監査役会は、法令及び基準等が定める会計監査人の職務の遂行に関する

状況等を総合的に勘案し、会社法第344条に基づいて再任又は不再任の決定を行

います。会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断

する場合には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に

関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。こ

の場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にお

いて、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

(5) 会計監査人の報酬等について

監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由

当社監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報

告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画における監査時間、配員計画、会計

監査人の職務遂行状況、及び市況等を鑑みて報酬見積りの相当性などを確認し、

必要な検証を行ったうえで、当期の会計監査人の報酬等の額につき会社法第399

条第1項の同意を行っております。
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Ⅲ 会社の体制及び方針
1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制

当社は、上記体制について、取締役会において下記の事項を定めております。

記

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制その他業務の適正を確保するための体制

① 代表取締役社長が繰り返しその精神を取締役及び使用人に伝えることによ

り、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。

② 管理部においてコンプライアンスに関する取り組みを全社横断的に統括する

こととし、同部を中心に取締役及び使用人の教育等を行い更なる徹底を図

る。

③ 当社の取締役及び使用人が法令定款違反その他コンプライアンスに関する行

為を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報告する体制とする。報

告を受けた監査役及び取締役会は内容を調査し、重大性に応じ再発防止策を

策定し、全社に徹底するとともに人事処分を行う。

④ 内部監査部署はコンプライアンスの状況を監査し取締役及び監査役に報告す

るものとする。

⑤ 取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能として常時社外取締役

が在籍するようにする。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 文書保存規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体

（以下、文書等という）に記録し、保存する。

② 取締役及び監査役は文書保存規程に基づき常時これら文書等を閲覧できるも

のとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 各担当部署業務に付随するリスクについては、それぞれの担当部署にてリス

ク管理を行うものとし、新たに生じたリスクについてはすみやかに責任者と

なる取締役を定めるものとする。

② 組織横断的リスクの監視並びに対応は管理部が行うものとする。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役会は取締役、使用人が共有する全社的な目標を定め浸透を図る。

② 目標達成に向け業務担当取締役は各部門が実施すべき具体的な施策及び権限

分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。
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③ 月次の業績はＩＴを活用したシステムにより迅速にデータ化され担当取締役

及び取締役会に報告する。

④ 取締役会は定期的にその結果をレビューし担当取締役に目標未達の要因分

析、改善策を報告させ審議する。

⑤ ④の結果に基づき各担当取締役は権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を

改善する。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 当社取締役並びに子会社の代表取締役社長は法令遵守体制、リスク管理体制

を構築する権限と責任を有するものとし、必要に応じコンプライアンス並び

にリスクマネジメント等の状況を取締役会、監査役会に報告するものとす

る。

② 子会社に対し取締役として当社の取締役を派遣し、当該子会社取締役の職務

執行を監視・監督する。

③ 子会社の代表取締役社長は当社幹部会議、経営会議に出席し、事業内容の定

期的な報告を行うとともに、重要な案件については事前協議を行うものとす

る。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

① 監査役の職務を補助する組織を管理部とする。

② 監査役は管理部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができ

るものとする。

③ 監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締

役、上司たる使用人の指揮命令を受けないものとする。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告

に関する体制

① 取締役又は使用人は、当社又は当社グループ会社に著しい損害を及ぼす等重

大な影響を及ぼす事項、取締役の職務遂行に関する不正な行為、法令、定款

に違反する重大な事実等を発見した場合はすみやかに監査役に報告するもの

とする。

② 監査役は取締役会のほか、幹部会議、経営会議等監査上重要と思われる会議

に出席するとともに、業務執行に係る重要な文書を閲覧し取締役及び使用人

に対し説明を求めることができるものとする。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役と代表取締役社長は監査の実効性を確保するために必要な相互の意思

疎通を図るために定期的に会合を持ち意見交換することとしている。

② 監査役は内部監査部署、管理部及び監査法人と相互に連携し監査の実効性確

保を図るものとする。
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2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、上記の内部統制システムの整備を行い、取締役会において継続的に経

営上の新たなリスクについて検討しております。それらにより、必要に応じて、

社内の諸規程及び業務の見直しを実施し、内部統制システムの実効性を向上させ

ております。

また、常勤監査役は、監査役監査の他、管理職者の面談や社内の重要な会議へ

の出席等を通じて、業務執行の状況やコンプライアンスに関するリスクを監視で

きる体制を整備しております。内部監査室も内部監査の定期的な実施により、

日々の業務が法令・定款、社内規程等に違反していないかを検証しております。

3. 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

4. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、会社法第459条第1項各号に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の

配当等を行う旨を定款に定めております。

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けて

おり、財務面の健全性を維持しつつ、安定的な配当を継続していくことを会社の

基本方針としております。

この基本方針に基づき、2022年12月16日開催の取締役会において、当期の期末

配当金につきましては、１株につき３円00銭とすることを決議いたしました。

なお、中間期において、中間配当１株につき３円00銭を実施いたしております

ので、当期の年間配当金は１株につき６円00銭となります。

また、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式については、定款の定めに従って、優先

配当いたします。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注) 1. 本事業報告に記載されている売上高等の数字には消費税等は含まれておりません。

2. 本事業報告に記載の金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2022年10月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 9,872,388 流 動 負 債 8,836,380

現 金 及 び 預 金 1,583,608 買 掛 金 2,661,882

売 掛 金 425,692 短 期 借 入 金 4,400,000

商 品 7,311,580 １年内返済予定の長期借入金 701,668

そ の 他 551,911 リ ー ス 債 務 354,160

貸 倒 引 当 金 △404 未 払 法 人 税 等 61,448

固 定 資 産 8,305,650 賞 与 引 当 金 36,000

有 形 固 定 資 産 5,363,745 未 払 金 398,578

建 物 及 び 構 築 物 1,514,210 そ の 他 222,642

土 地 1,423,759 固 定 負 債 5,939,706

リ ー ス 資 産 2,336,764 長 期 借 入 金 2,367,441

そ の 他 89,011 リ ー ス 債 務 3,069,392

無 形 固 定 資 産 43,768 資 産 除 去 債 務 194,874

借 地 権 25,900 長 期 前 受 収 益 968

ソ フ ト ウ エ ア 3,819 退職給付に係る負債 41,751

電 話 加 入 権 12,939 役員退職慰労引当金 62,941

無 形 リ ー ス 資 産 1,110 長 期 未 払 金 2,065

投資その他の資産 2,898,136 長期預り敷金保証金 200,270

投 資 有 価 証 券 125,430 負 債 合 計 14,776,087

長 期 前 払 費 用 180,827 （純 資 産 の 部）

敷 金 及 び 保 証 金 2,552,163 株 主 資 本 3,379,305

そ の 他 39,715 資 本 金 2,007,370

資 本 剰 余 金 1,909,428

利 益 剰 余 金 △267,465

自 己 株 式 △270,027

その他の包括利益累計額 △15,223

その他有価証券評価差額金 △15,223

新 株 予 約 権 8,249

非 支 配 株 主 持 分 29,620

純 資 産 合 計 3,401,951

資 産 合 計 18,178,038 負 債 ・ 純 資 産 合 計 18,178,038
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連 結 損 益 計 算 書

(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 20,905,558

売 上 原 価 14,387,086

売 上 総 利 益 6,518,472

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,673,256

営 業 損 失 △154,784

営 業 外 収 益

受 取 利 息 配 当 金 11,250

雑 収 入 60,528 71,778

営 業 外 費 用

支 払 利 息 96,708

雑 損 失 7,744 104,452

経 常 損 失 △187,458

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 52,129

受 取 補 償 金 27,823 79,952

特 別 損 失

減 損 損 失 89,086

固 定 資 産 処 分 損 17,889

災 害 損 失 25,830 132,806

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 △240,312

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 31,256 31,256

当 期 純 損 失 △271,568

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,277

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 △272,846
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連結株主資本等変動計算書

(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 2,007,370 4,403,141 △2,367,675 △270,027 3,772,807

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 ― △120,656 ― ― △120,656

欠 損 填 補 ― △2,373,057 2,373,057 ― ―

親会社株主に帰属する当期純損失 ― ― △272,846 ― △272,846

株主資本以外の項目の
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 （純 額）

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 ― △2,493,713 2,100,210 ― △393,502

当連結会計年度末残高 2,007,370 1,909,428 △267,465 △270,027 3,379,305

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

その他有価証券評価差額金 その他の包括利益累計額合計

当連結会計年度期首残高 △249 △249 8,249 28,342 3,809,150

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― △120,656

欠 損 填 補 ― ― ― ― ―

親会社株主に帰属する当期純損失 ― ― ― ― △272,846

株主資本以外の項目の
連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 （純 額）

△14,973 △14,973 ― 1,277 △13,696

連結会計年度中の変動額合計 △14,973 △14,973 ― 1,277 △407,198

当連結会計年度末残高 △15,223 △15,223 8,249 29,620 3,401,951
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貸 借 対 照 表
(2022年10月31日現在)

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 9,736,232 流 動 負 債 8,764,339

現 金 及 び 預 金 1,507,599 買 掛 金 2,659,728

売 掛 金 356,347 短 期 借 入 金 4,400,000

商 品 7,302,514 １年内返済予定の長期借入金 700,453

前 払 費 用 263,124 リ ー ス 債 務 354,160

未 収 入 金 193,958 未 払 金 386,563

そ の 他 113,087 未 払 費 用 19,500

貸 倒 引 当 金 △400 未 払 法 人 税 等 59,308

固 定 資 産 8,328,272 未 払 消 費 税 等 30,943

有 形 固 定 資 産 5,317,211 預 り 金 43,530

建 物 1,318,866 前 受 収 益 65,931

構 築 物 194,246 賞 与 引 当 金 36,000

車 輌 運 搬 具 9,442 設 備 未 払 金 8,219

工具、器具及び備品 76,268 固 定 負 債 5,939,680

土 地 1,423,759 長 期 借 入 金 2,283,656

リ ー ス 資 産 2,294,628 リ ー ス 債 務 3,069,392

無 形 固 定 資 産 43,280 資 産 除 去 債 務 194,874

借 地 権 25,900 長 期 前 受 収 益 968

ソ フ ト ウ エ ア 3,576 退 職 給 付 引 当 金 41,751

電 話 加 入 権 12,693 役員退職慰労引当金 62,941

無 形 リ ー ス 資 産 1,110 関係会社事業損失引当金 79,259

投資その他の資産 2,967,781 長 期 未 払 金 2,065

投 資 有 価 証 券 125,430 長期預り敷金保証金 204,770

関 係 会 社 株 式 81,750 負 債 合 計 14,704,020

出 資 金 100 （純 資 産 の 部）

長 期 前 払 費 用 180,827 株 主 資 本 3,367,459

敷 金 及 び 保 証 金 2,540,078 資 本 金 2,007,370

そ の 他 39,595 資 本 剰 余 金 1,909,978

資 本 準 備 金 12,065

そ の 他 資 本 剰 余 金 1,897,912

利 益 剰 余 金 △279,861

利 益 準 備 金 9,160

そ の 他 利 益 剰 余 金 △289,021

繰 越 利 益 剰 余 金 △289,021

自 己 株 式 △270,027

評 価 ・ 換 算 差 額 等 △15,223

その他有価証券評価差額金 △15,223

新 株 予 約 権 8,249

純 資 産 合 計 3,360,484

資 産 合 計 18,064,504 負 債 ・ 純 資 産 合 計 18,064,504
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損 益 計 算 書

(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 20,467,152

売 上 原 価 14,279,800

売 上 総 利 益 6,187,352

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,415,565

営 業 損 失 △228,212

営 業 外 収 益

受 取 利 息 配 当 金 11,249

受 取 地 代 家 賃 57,959

債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入 益 41,000

雑 収 入 59,094 169,302

営 業 外 費 用

支 払 利 息 96,015

関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額 36,337

雑 損 失 7,744 140,097

経 常 損 失 △199,007

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 52,129

受 取 補 償 金 27,823 79,952

特 別 損 失

減 損 損 失 89,086

固 定 資 産 処 分 損 17,889

災 害 損 失 25,830 132,806

税 引 前 当 期 純 損 失 △251,861

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 28,000 28,000

当 期 純 損 失 △279,861
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株主資本等変動計算書

(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 2,007,370 ― 4,403,691 4,403,691

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― ― △120,656 △120,656

剰余金の配当に伴う資本準備金の積立て ― 12,065 △12,065 ―

欠 損 填 補 ― ― △2,373,057 △2,373,057

当 期 純 損 失 ― ― ― ―

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期
変 動 額 （純 額）

― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― 12,065 △2,505,778 △2,493,713

当 期 末 残 高 2,007,370 12,065 1,897,912 1,909,978

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合計利益準備金

その他利益剰余金
利 益 剰 余 金 合 計

繰 越 利 益 剰 余 金

当 期 首 残 高 9,160 △2,382,217 △2,373,057 △270,027 3,767,976

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― △120,656

剰余金の配当に伴う資本準備金の積立て ― ― ― ― ―

欠 損 填 補 ― 2,373,057 2,373,057 ― ―

当 期 純 損 失 ― △279,861 △279,861 ― △279,861

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期
変 動 額 （純 額）

― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― 2,093,195 2,093,195 ― △400,517

当 期 末 残 高 9,160 △289,021 △279,861 △270,027 3,367,459
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(単位：千円)

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新株予約権 純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 △249 △249 8,249 3,775,976

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― △120,656

剰余金の配当に伴う資本準備金の積立て ― ― ― ―

欠 損 填 補 ― ― ― ―

当 期 純 損 失 ― ― ― △279,861

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期
変 動 額 （純 額）

△14,973 △14,973 ― △14,973

当 期 変 動 額 合 計 △14,973 △14,973 ― △415,491

当 期 末 残 高 △15,223 △15,223 8,249 3,360,484

― 30 ―

2022年12月16日 16時11分 $FOLDER; 30ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2022年12月15日

株式会社トップカルチャー

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

新 潟 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 尾 雅 樹

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 齋 藤 康 宏

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社トップカルチャ

ーの2021年11月1日から2022年10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、株式会社トップカルチャー及び連結子会社か

らなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監

査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業

倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

― 31 ―

2022年12月16日 16時11分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、

その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行

を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含

まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな

い。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、

通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過

程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う

ことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがある

と判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は

誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計

算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締

役の職務の執行を監視することにある。

― 32 ―

2022年12月16日 16時11分 $FOLDER; 32ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書

類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得

て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計

すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場

合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、

監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して

以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要

な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及

び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため

のものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切

な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によっ

て行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価す

る。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるか

どうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査

報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不

確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に

対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監

査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ

り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を

含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる

取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情

報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監

査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意

見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、

及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職

業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理

的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ

ている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法

の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2022年12月15日

株式会社トップカルチャー

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

新 潟 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 尾 雅 樹

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 齋 藤 康 宏

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社トップカルチャー

の2021年11月1日から2022年10月31日までの第38期事業年度の計算書類、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以

下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査

人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に

従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判

断している。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他

の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお

らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の

過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識

との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に

その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断し

た場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重

要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した

内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該

事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職

務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告

書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、

不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用

者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を

実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人

の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案

するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ

れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、

また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事

象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提

に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切で

ない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監

査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や

状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等

の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し

ているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査

の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査

の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理

に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら

れる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ

の内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年11月1日から2022年10月31日までの第38期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査
報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社
の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社か
ら成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関す
る取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する
品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整
備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反
する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取
締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人 トーマツの監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人 トーマツの監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

2022年12月15日
株式会社トップカルチャー 監査役会

常 勤 監 査 役 遠 海 武 則 ㊞

社 外 監 査 役 山 田 剛 志 ㊞

社 外 監 査 役 西 村 裕 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに

規定する改正規定が2022年９月１日に施行されましたので、株主総会資料の電子

提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更するものでありま

す。

(1)変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子

提供措置をとる旨を定めるものであります。

(2)変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事

項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14

条）は不要となるため、これを削除するものであります。

(4)上記の新設・削除に伴い、経過措置等に関する附則を設けるものであります。
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2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款 変 更 案

第1条～第13条 （条文省略）

（株主総会参考書類等のインターネット
開示とみなし提供）
第14条 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類、事業報
告、計算書類及び連結計算書類
に記載または表示をすべき事項
に係る情報を、法務省令に定め
るところに従いインターネット
を利用する方法で開示すること
により、株主に対して提供した
ものとみなすことができる。

（新設）

第15条～第39条 （条文省略）

（新設）

第1条～第13条 （現行どおり）

（削除）

（電子提供措置等）
第14条 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類等の内容
である情報について、電子提供
措置をとるものとする。

２ 当会社は、電子提供措置をと
る事項のうち法務省令で定める
ものの全部または一部につい
て、議決権の基準日までに書面
交付請求した株主に対して交付
する書面に記載しないことがで
きる。

第15条～第39条 （現行どおり）

（附則）
１．2022年９月１日から６か月以内の日

を株主総会の日とする株主総会につ
いては、定款第14条（株主総会参考
書類等のインターネット開示とみな
し提供）は、なお効力を有する。

２．本附則は、2022年９月１日から６か
月を経過した日または前項の株主総
会の日から３か月を経過した日のい
ずれか遅い日後にこれを削除する。
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第２号議案 取締役８名選任の件

取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締

役８名の選任をお願いするものです。

取締役候補者は次のとおりです。

候補者番号

１

清
し み ず

水 大
だ い す け

輔 ＜再任＞

生年月日 1984年６月７日生

所有する当社株式の数 294,900株

取締役会への出席状況 100%（12回中12回）

【取締役候補者の選任理由】
当社入社以前も含め、事業計画の立案や経営分析に豊富な経験と知見を有する

ことから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

【略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況】

2008年９月 慶應義塾大学 総合政策学部 卒業

2009年４月 楽天株式会社 入社 経営企画室

2018年８月 Hult International Business School（ボストン）卒業
ＭＢＡ取得

2018年10月 株式会社メディアドゥ 入社 経営企画室

2019年11月 当社入社 経営企画室

2020年１月 当社 取締役経営企画室長

2021年１月 当社 代表取締役社長ＣＯＯ兼営業本部長（現任）

2021年７月 株式会社ＤａＩ 代表取締役社長（現任）

2022年１月 株式会社ワーグルスタッフサービス 取締役（現任）
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候補者番号

２

清
し み ず

水 秀
ひ で お

雄 ＜再任＞

生年月日 1954年１月12日生

所有する当社株式の数 684,500株

取締役会への出席状況 100%（12回中12回）

【取締役候補者の選任理由】
当社の創業者であり、創業以来今日まで一貫して当社の経営を主導してきた豊

富な経験と知見を有することから、引き続き取締役として選任をお願いするもの
です。

【略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況】

1986年12月 当社設立、代表取締役社長

2015年５月 株式会社TSUTAYA（現 カルチュア・コンビニエンス・クラブ
株式会社）社外取締役

2017年１月 株式会社トップブックス 取締役（現任）

2017年１月 株式会社グランセナフットボールクラブ 取締役（現任）

2019年３月 株式会社ワーグルスタッフサービス
代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）

2021年１月 当社 代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
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候補者番号

３

吉
よ し だ

田 勝
しょういち

一 ＜再任＞

生年月日 1972年３月24日生

所有する当社株式の数 3,600株

取締役会への出席状況 100%（12回中12回）

【取締役候補者の選任理由】
当社入社以前も含め、財務経理部門において豊富な経験と知見を有することか

ら、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

【略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況】

2009年８月 当社入社 経理部経理課長

2010年10月 当社 管理部経理課長

2013年１月 当社 取締役管理部経理担当

2019年１月 株式会社グランセナフットボールクラブ 取締役（現任）

2021年１月 当社 取締役財務部長ＣＦＯ兼管理部長（現任）

2021年１月 株式会社ワーグルスタッフサービス 取締役

候補者番号

４

阿
あ べ

部 智
と も ゆ き

幸 ＜再任＞

生年月日 1982年３月13日生

所有する当社株式の数 2,400株

取締役会への出席状況 100%（12回中12回）

【取締役候補者の選任理由】
営業本部運営担当部長及び商品担当責任者として、商品施策や店舗の運営に関

して豊富な経験と知見を有することから、引き続き取締役として選任をお願いす
るものです。

【略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況】

2005年４月 当社入社

2014年11月 当社 営業本部商品担当次長

2017年１月 株式会社トップブックス 代表取締役社長（現任）

2018年８月 当社 営業本部運営担当部長

2020年１月 当社 取締役営業本部運営担当部長（現任）
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候補者番号

５

笹
さ さ が わ

川 菜
な お

央 ＜再任＞

生年月日 1977年５月12日生

所有する当社株式の数 11,500株

取締役会への出席状況 100%（12回中12回）

【取締役候補者の選任理由】
人事部門の責任者として、人材育成などにおいて豊富な経験と知見を有するこ

とから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

【略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況】

2000年４月 当社入社

2011年11月 当社 内部監査室長

2013年１月 株式会社トップブックス 監査役（現任）

2015年１月 当社 人事部長

2016年６月 株式会社ワーグルスタッフサービス 代表取締役社長

2020年１月 当社 執行役員人事部長

2021年１月 当社 取締役人事部長（現任）

2022年１月 株式会社ワーグルスタッフサービス 取締役（現任）
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候補者番号

６

遠
え ん か い

海 武
た け の り

則 ＜新任＞

生年月日 1968年６月23日生

所有する当社株式の数 9,100株

取締役会への出席状況 100%（12回中12回）

【取締役候補者の選任理由】
2008年１月から当社取締役に就任、併せて財務経理・管理部門の責任者として豊
富な知識・経験を有することから、2021年１月から当社監査役に就任、これらの
専門性、経験、見識を活かし、改めて取締役として選任をお願いするものです。

【略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況】

1999年７月 当社入社

2003年１月 当社 執行役員経理課長

2005年３月 当社 執行役員経理部長

2008年１月 当社 取締役経理部長

2010年11月 当社 取締役管理部長

2021年１月 当社 監査役(現任)

2021年１月 株式会社グランセナフットボールクラブ 監査役(現任)

2021年１月 株式会社ワーグルスタッフサービス 監査役(現任)
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候補者番号

７

中
な か む ら

村 崇
たかし ＜再任＞

＜社外取締役候補者＞
＜独立役員候補者＞

生年月日 1976年８月26日生

所有する当社株式の数 －株

取締役会への出席状況 100%（12回中12回）

【社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割】
弁護士としての豊富な知識・経験から当社の経営全般に助言を頂戴し、コーポ

レート・ガバナンス強化に寄与していただくため、引き続き社外取締役として選
任をお願いするものです。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結
の時をもって、６年となります。

【略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況】

2000年３月 一橋大学 法学部 卒業

2004年10月 弁護士登録

2010年７月 弁護士法人中村・大城国際法律事務所開設、代表弁護士（現任）

2013年４月 新潟大学法科大学院客員教授

2017年１月 当社 取締役（現任）
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候補者番号

８

間
ま の

野 義
よ し ゆ き

之
＜再任＞
＜社外取締役候補者＞
＜独立役員候補者＞

生年月日 1963年12月２日生

所有する当社株式の数 －株

取締役会への出席状況 100%（10回中10回）

【社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割】
大学教授として高い見識と専門性、幅広い経験を有することから、今後のガバ

ナンスの高度化への対応に寄与していただきたいため、引き続き社外取締役とし
て選任をお願いするものです。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会
終結の時をもって、１年となります。

【略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況】

1986年３月 横浜国立大学教育学部卒業

1988年３月 同大学 大学院教育学研究科修士課程修了

1991年３月 東京大学大学院教育学研究科修士課程修了

1991年４月 株式会社三菱総合研究所入社

2002年４月 早稲田大学人間科学部助教授

2003年４月 同大学 スポーツ科学部助教授

2007年９月 Sheffield Hallam University,Sport Industry Research

Centre Visiting Fellow

2009年４月 早稲田大学 スポーツ科学学術院教授（現任）

2015年４月 同大学 スポーツビジネス研究所所長（現任）

2018年４月 東京大学大学院工学研究科非常勤講師

2021年９月 びわこ成蹊スポーツ大学客員研究員

2022年１月 当社 取締役（現任）

2022年６月 大阪成蹊大学スポーツイノベーション研究所上席研究員

（現任）

（注）1. 取締役候補者の所有する当社株式の数は、2022年10月31日現在のものです。
2. 候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
3. 社外取締役候補者に関する記載事項
（1） 社外取締役の独立性について

① 中村崇氏及び間野義之氏は、過去に当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員に
なったことはありません。
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② いずれの社外取締役候補者も、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の
財産を受ける予定はなく、また、過去２年間に受けていたこともありません。

③ いずれの社外取締役候補者も、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の
配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

④ いずれの社外取締役候補者も、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受
けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者
であったことはありません。

⑤ 中村崇氏及び間野義之氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指
定し、届出ております。

（2） 社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断する理由について
① 中村崇氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として豊富な知識

と経験を活かし、社外取締役としての責務を全うされました。再任された場合には、引
き続き職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

② 間野義之氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり大学の教
授を務められた経験を持ち、高い見識と専門性、幅広い経験等を活かし、社外取締役と
しての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

（3） 当社の社外取締役が最後に選任された後在任中に、当社において不当な業務執行が行わ
れた事実並びにその事実の発生予防及び発生後の対応について

該当事項はありません。
（4） 社外取締役候補者が過去５年間に他の株式会社の役員に就任していた場合において、そ

の在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執
行が行われた事実並びに当該候補者がその事実の発生予防及び発生後の対応として行った
行為について

該当事項はありません。
（5） 社外取締役との責任限定契約について

当社は、社外取締役候補者中村崇氏及び間野義之氏との間で、会社法第427条第１項の規
定に基づく同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に
基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額です。

4. 役員等賠償責任保険契約について
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告15頁に記載のとおりであります。
取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることになりま
す。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

5. 各候補者が所有する当社の株式は、全て普通株式であります。
6. 取締役候補者遠海武則氏の取締役会への出席状況につきましては、監査役としての出席に

よるものであります。
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第３号議案 監査役１名選任の件

監査役遠海武則氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役１名の

選任をお願いするものです。

なお、伊藤正義氏は遠海武則氏の補欠として選任されることとなりますので、そ

の任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとな

ります。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりです。

伊
い と う

藤 正
ま さ よ し

義 ＜新任＞

生年月日 1956年5月26日生

所有する当社株式の数 25,400株

取締役会への出席状況 －%（－）

監査役会への出席状況 －%（－）

【監査役候補者の選任理由】
内部監査の担当者として、法務・会計・業務等の監査をしていた経験と知見を

有することから、新たに監査役として選任をお願いするものです。

【略歴、地位及び重要な兼職の状況】

1986年12月 当社入社

1998年３月 当社 長野地区統括店長

1999年１月 当社 取締役長野地区統括店長

2004年６月 当社 取締役統括店長

2005年11月 当社 取締役商品企画部長

2011年１月 当社 執行役員営業本部ストアオペレーション部長

2018年８月 当社 内部監査室長（現任）

（注）1.監査役候補者の所有する当社株式の数は、2022年10月31日現在のものです。
2.監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3.役員等賠償責任保険契約について

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間
で締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告15頁に記載のとおりであります。
取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることになりま
す。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

4.監査役候補者が所有する当社の株式は、全て普通株式であります。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役

１名の選任をお願いするものです。

なお、選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議に

より選任を取消することができるものといたしたく存じます。本議案につきまして

は、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役の候補者は次のとおりです。

徳
と く も と

本 好
よ し ひ こ

彦
＜補欠の社外監査役候補者＞

＜補欠の独立役員候補者＞

生年月日 1968年８月10日生

所有する当社株式の数 －株

【補欠の社外監査役候補者の選任理由】
同氏が企業法務に精通しており、培われた専門的な知識・経験を当社の監査体

制に活かしていただくとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の充実のため、
補欠社外監査役として選任をお願いするものです。同氏は、直接会社経営に関与
された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役に就任された場合に
は、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

【略歴、地位及び重要な兼職の状況】

1996年12月 司法書士登録

2000年４月 司法書士永野合同事務所 副所長

2003年４月 日本リーガル司法書士法人 社員

2004年３月 簡裁訴訟代理権認定資格取得

2007年４月 日本リーガル司法書士法人 所長代表社員（現任）

2014年４月 行政書士登録

2019年３月 土地家屋調査士登録

（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 候補者は、社外監査役の補欠として選任するものです。就任した場合、東京証券取引所に

独立役員として届け出る予定です。
3. 補欠の社外監査役候補者に関する記載事項
（1） 社外監査役の独立性について

① 徳本好彦氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予
定はなく、また、過去２年間に受けていたこともありません。

② 徳本好彦氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等
以内の親族その他これに準ずるものではありません。
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③ 徳本好彦氏は、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受けにより当社が
権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことは
ありません。

(2) 社外監査役との責任限定契約について
徳本好彦氏が社外監査役に就任された場合には、会社法第427条第１項の規定に基づく同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づ
く損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。

（3） 役員等賠償責任保険契約について
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との

間で締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告15頁に記載のとおりであり
ます。徳本好彦氏が社外監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれるこ
とになります。
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第５号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本総会終結の時をもって任

期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものでありま

す。

なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

また、監査役会が太陽有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計

監査人として必要とされる専門能力、独立性、職業倫理、品質管理体制、監査費用等

について総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したものであり

ます。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

（2022年9月30日現在）

名 称 太陽有限責任監査法人

主たる事務所の
所在地

東京都港区元赤坂１－２－７ 赤坂Ｋタワー22階

沿 革

1971年９月 太陽監査法人 設立

1994年10月 グラントソントン インターナショナル加盟

2006年１月
太陽監査法人とＡＳＧ監査法人が合併し
太陽ＡＳＧ監査法人となる

2008年７月
有限責任組織形態に移行
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人となる

2012年７月 永昌監査法人と合併

2013年10月 霞が関監査法人と合併

2014年10月 太陽有限責任監査法人に社名変更

2018年７月 優成監査法人と合併

概 要

構成人員 代表社員・社員 89名

特定社員 ４名

公認会計士 298名

公認会計士試験合格者等 234名

その他専門職 185名

事務職員 95名

契約職員 204名

合計 1,109名

監査関与会社 1,078社

以 上
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〈メ モ 欄〉
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ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟
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明 石 通 り

笹出線上 越 新 幹 線

紫鳥線

紫竹山I.C.桜木I.C.女池I.C.黒埼I.C.
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東
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通
り

信濃川
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113
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西
堀

通
り

萬
代
橋

柳
都
大
橋

株主総会会場ご案内略図

会 場 新潟県新潟市中央区万代５丁目11番20号

ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟

３階「飛翔の間」

電話 (025) 245-3334

(会場への交通機関)

●ＪＲをご利用の場合：「新潟駅」万代口より徒歩約８分

●バスをご利用の場合：「バスセンター前」停留所より徒歩約２分

●お車の場合 ：新潟バイパス 「紫竹山インター」より約10分

(お願い)

駐車場が手狭のため、ご不便をおかけする場合がございます。お車での

ご来場は、なるべくご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
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